
（別紙１）仕様書

１ 委託業務名

令和７年度静岡県ＩＣＴ等活用による若者向け相談窓口周知事業

２ 業務概要

（１）業務内容

ア 「若者こころの悩み相談窓口」、「ＬＩＮＥ相談」等に係る検索連動型広告の実施。

インターネット上で「自殺したい」「自殺方法」等のキーワードを検索した者に対

する検索連動型広告の実施。

（ア）実施期間は、原則として令和７年５月中旬から令和８年３月 31 日までとする。

（イ）対象地域は静岡県内のみとする。

（ウ）検索エンジンは、パソコン及びスマートフォンの Google とする。

（エ）検索キーワードについては、静岡県が指定するキーワード「自殺したい」「自

殺方法」「悩み相談」「LINE 相談」とするが、インプレッション数、クリック

数によっては静岡県と協議の上、追加する。

●ランディングページとする｢静岡県うちあけダイヤル｣の掲載内容

（オ）検索キーワードごとのインプレッション数、クリック数を翌月 10 日までに報

告すること。

（カ）原則として、各広告媒体で毎月以下のインプレッション数及びクリック数を

最低限の達成回数として設定する。

インプレッション数＝1,000 回、クリック数＝30回

（キ）上記に係る費用は初期設定費、広告費、実績報告費を含めて 100 万円程度（消

費税及び地方消費税を含む）とする。

イ ＬＩＮＥ相談等の周知

ＬＩＮＥ相談等の実施について効果的な周知を行う。

（ア）周知用のチラシを作成すること。チラシは名称も含めて学生に親しみやすい

ものとすること。また、ルビありとルビなしの２種類を作成すること。

（イ）チラシは紙媒体（ルビありのみ）と電子媒体（ルビあり・ルビなし）の両方

を作成すること。

（ウ）紙媒体のチラシの作成枚数は、合計３万枚とする。

（エ）配布先は、県が指定した県内高校及び市町教育委員会等 100 か所程度とする。

（オ）配布回数は、１回とする。

（カ）ランディングページは、静岡県と協議の上、随時更新する。

（キ）上記に掲げる事項以外の周知を行う場合は、別途静岡県と協議の上、実施す

る。

名 称 相談対応日時 電話番号

若者こころの悩み相談 24時間、365 日 0800-200-2326

ＬＩＮＥ相談 14時～22 時、365 日 －

24時間子供 SOS ダイヤル 24時間、365 日 0120-0-78310



（２）業務実施にあたっての留意事項

ア 業務の細部については、別途静岡県と協議の上で決定すること。

イ 本事業実施に係る全ての成果物の著作権は静岡県に帰属すること。

３ 受託者の責務

（１）受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。

（２）受託者は、故意又は過失により、障害福祉課又は第三者に損害を与えたときは、そ

の賠償責任を負わなければならない。

（３）受託者は、業務の履行に際しては、静岡県の相談業務の公共性に鑑みて常に相談者

の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。

（４）受託者及び職員（従事者を含む）は、業務上知りえた情報を第三者に漏らしてはな

らない。これは、契約の解除及び期間終了後においても同様とする。

（５）受託者は、地方公務員法（昭和 25 年法律 261 号）第 16 条（欠格条項）に該当する

者を業務に従事させてはならない。

（６）受託者は、受託管理責任者、相談責任者及び相談員に対し、法令に基づく事業者と

してのすべての義務を負うものとする。

（７）受託者は、本仕様書及び別に定める職務執行マニュアル等で不明な点がある場合又

は疑義が生じたときは、委託者と協議してこれを定めるものとする。

４ その他留意点等

（１） 複数の企画提案は認めない。

（２） 提案企画は、本事業の目的及び開催方針に沿うよう留意すること。

（３） 本企画案にかかる一切の経費（プレゼンテーションに係る経費を含む。）は提案者の

負担とする。



（別紙２）応募について

（１）スケジュール ※応募者の状況により変更する場合がある。

（２）参加表明書、応募申込書、業務計画書、企画提案書及び見積書の提出方法

ア 参加表明書（様式第１号） ２部（正本１部、写し１部）

イ 応募申込書（様式第２号） ６部（正本１部、写し５部）

ウ 業務計画書（様式第３号） ６部（正本１部、写し５部）

エ 企画提案書（様式は任意） ６部

※以下の事項を必ず記載すること。

① インターネット、ＳＮＳ広告業務の実施実績について（県等の行政機関における）

② 県のインターネット、ＳＮＳ広告業務に対する考え方、重視している点

③ 仕様書に示す委託事業の内容について下記の点について具体的に記載すること。

・インターネット広告の資質維持・向上に向けた取組について

・インターネット広告業務に関して仕様書に示す以外の独自に工夫して実施するこ

と。

・ＬＩＮＥ相談等の効果的な周知に関するイメージ

④ 管理体制（人員配置等）について

⑤ 団体又は業務の提供に際しての長所やセールスポイント

※大きさは日本産業規格Ａ４とする。日本産業規格Ａ３を用いる場合は、Ａ４に折り

たたむこと。企画提案書は正本及び写しは原則としてカラーとし、製本はホチキス留

めすること。

オ 見積書（様式は任意） ６部（正本１部、写し５部）

※あて名を静岡県知事とし、業務の名称の記載及び代表者の記名押印があるもの。

業務内容ごとに見積金額の内訳を記載すること。

なお、発行責任者及び担当者が記載されている場合は押印を省略できることとする。

カ 作成に用いる言語等 言語は日本語、通貨は日本円とする。

県(障害福祉課精神保健福祉室)ホームペー

ジによる公告開始

４月14日（月）

質問書の受付期限 ４月17日（木）午後４時必着（メールのみ）

質問書の回答 ４月21日（月）までにメールで回答

参加表明書（２部）、応募申込書（６部）の

提出期限
４月21日（月）午後４時必着（郵送又は持参）

第１次審査（書類審査） ４月24日（木）不合格者のみに連絡

第２次審査（プレゼンテーション） ４月30日（水）詳細は別途通知

選考・採用業者の決定・選定結果の伝達 ５月２日（金）

事業開始前事前協議 別途連絡



キ 企画提案書の無効 提出された書類について、この書面及び別添の書式に示された条

件に適合しない場合は、無効とすることがある。

（３）質疑と回答

質疑がある場合は、質問書（様式第４号）をメールにて送付すること。



（別紙３）選定について

（１）第１次審査（書類審査）

ア 審査方法 委員会事務局（障害福祉課）にて書類審査を行う。

イ 審査基準 要綱、趣旨、形式等の項目を審査する。

ウ 結果通知

不合格と認められた場合のみ４月24日（木）までに結果を通知する。

（２）第２次審査（プレゼンテーション）

ア 審査日時 令和７年４月30日（水）

※１提案者あたりの所要時間は、説明15分以内、質疑応答約10分とする。

イ 審査場所 静岡市内

※集合場所、時間等は、各応募者に別に連絡する。

ウ 審査方法

応募者によるプレゼンテーションを「令和７年度静岡県ＩＣＴ等活用による若者向け

相談窓口周知事業委託先選定委員会」の委員５名が審査する。

エ 審査基準 別添｢第２次審査 審査表｣に基づき審査する。

（３）委託先候補者の選定

第２次審査（プレゼンテーション）の合計点による順位のみではなく、委託先としての

適否に係る審査委員の意見交換を踏まえ、出席した審査委員の賛同をもって委託先候補を

決定する。選定結果は、全ての企画提案者に文書により通知する。



第２次審査 審査表

※各項目を５点満点で評価

項目 具体的な観点 評価点

１ 団体に関すること ・インターネット広告の実施実績が

あり、当該業務を実施するノウハ

ウを有しているか。

５・４・３・２・１

・インターネット広告の管理運用が

できる人員が確保されているか。
５・４・３・２・１

２ 業務内容に関する

こと

・県のインターネット広告業務に対

する考え方、重視している点は適

切か。

５・４・３・２・１

・ＬＩＮＥ相談等の周知について、

悩みを抱えた若年層が相談しよう

と思える内容となっているか。

５・４・３・２・１

・独自工夫がされた効果的な内容と

なっているか。
５・４・３・２・１

３ 意欲や熱意に関す

ること

・広告業務の実施に対する意欲や熱

意が認められるか。
５・４・３・２・１

４ 収支計画に関する

こと

・見積書は適切に積算され、安定し

た業務運営を期待できるか。
５・４・３・２・１

５ 社会的取組に関す

ること

・持続可能な開発目標（SDGs）に資

する取組等を行っているか。
５・４・３・２・１

合計点（40 点満点）

評価点 採点基準

５ 特に優れている（委託の趣旨以上の効果が期待でき、特に評価できる）

４ 優れている（委託の趣旨以上の効果が期待できる）

３ 普通（委託の趣旨に合致している）

２ 劣る（委託の趣旨を一部満たしていない）

１ 著しく劣る（委託の趣旨を満たしておらず、効果を期待できない）


